
尾張旭市議会議長殿

氏名励原利宏

尾張旭市議会会議規則第50条第1項の規定により12月定例会において

呂1絲氏のとおり質問したいので通知します。

なお、質問事項の件数及び質問方法は、下記のとおりです。
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別紙                    氏 名 榊原 利宏

質 問 事 項

№  １－１ ふるさと納税について

要

旨

11月12日付「中日新聞」なごや東版に「ふるさと納税赤字深刻」の記事が載

った。本市はそれによると、ふるさと納税の実質的な収支は7,387万円の赤字

である。

一方、本市は令和６年度予算において寄附受入額を4,000万円とし、市内の

新しい返礼品開発で寄附額の増加を見込むが、これで黒字に転換できるのかが

問われている。

ふるさと納税の仕組みそのものに大きな問題があることも指摘されており、

「改善」から「廃止」まで様々な議論がある。自治体によっては、ふるさと納

税について明確な主張を掲げているところもある。

今回の質問は、ふるさと納税についての、収支の現状、見通しを問うこと。

この制度についての本市の基本的な考えを問うことである。

（１）本市のふるさと納税の収支の推移について

ア 収支の経年変化について

   寄附受入額、返礼品などの経費、住民税控除額、国からの補塡額、実

質収支のこの３年あまりの経年変化を伺う。

イ 経費の内訳について

  返礼品、その他経費の内訳を伺う。

※ 申し合わせ事項に留意する。
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別紙                    氏 名 榊原 利宏

質 問 事 項

№  １－２ ふるさと納税について

要

旨

（２）今後の本市のふるさと納税について

ア 返礼品について

（ア） 品目別実績数と提供事業者のメリット

（イ） 今後の商品拡充の計画は３月議会の表明以降どうなったか

イ 収支について

    収支の今後の見通しはどうか。

ウ ふるさと納税についての本市の見解について

    例えば東京都の主張は、「ふるさと納税は、地方税の原則を歪める」

「返礼品競争等により、ふるさとを応援するという寄附本来の趣旨が損

なわれている」「高所得者ほど多額の返礼品を受け取れるなど、公平性

の観点から問題がある」「『ワンストップ特例』は、国の減収分が地方へ

転嫁されている」である。特別区長会は「廃止を含め抜本的見直し」を

主張している。本市はどう考えているのか。

エ 市民への周知について

    ふるさと納税の本来の趣旨や収支についての広報を強めるべきでは

ないか。

  本市の主張も載せるべきではないか。

※ 申し合わせ事項に留意する。
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別紙                    氏 名 榊原 利宏

質 問 事 項

№  ２－１ 公共施設等総合管理計画の進捗状況について

要

旨

（１）諸物価高騰による公共施設長寿命化への影響について

   人件費上昇、物件費も上がっている。三郷駅前再開発など公共事業の進

捗に大きな影響を及ぼしている。先の９月議会答弁では、三郷駅前再開発

については、「建築工事費は、一定水準の質を確保しながら、コスト縮減

を図るよう検討を進めている段階であり、市の財政負担を含む事業費につ

いては、できる限り早期に示せるよう取り組んでいるところ」とのことだ

った。

  また、「物価高騰などの影響を少しでも軽減できるよう、再開発組合の

収入確保に向け国や県の補助金を最大限活用するとともに、保留床の価格

設定について事業協力者と協議を進めている」とのことである。

今回の質問は、個別の事業ではなく、尾張旭市公共施設等総合管理計画

に基づく、公共施設の改修・更新への影響を問うものである。

ア 公共工事設計労務単価について

    国交省ホームページには、令和６年度公共工事設計労務単価が発表さ

れている。「全国全職種単純平均で前年度比5.9％引き上げ」、「12年連続

引き上げ」とある。公共施設等総合管理計画の改定（令和４年）以降、

公共工事設計労務単価はどのように推移したか。

    公共施設等総合管理計画には公共建築物の更新単価の記載がある。こ

れも現実の数値と比べて合わなくなるのではないか。

※ 申し合わせ事項に留意する。
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別紙                    氏 名 榊原 利宏

質 問 事 項

№  ２－２ 公共施設等総合管理計画の進捗状況について

要

旨

イ 長寿命化の進捗状況について

（ア） 長寿命化計画の進展は見通しどおりか

     公共施設等総合管理計画は「長寿命化」が計画の柱である。28

ページには、公共建築物を長寿命化するときの公共建築物更新費

用試算の棒グラフが掲載されている。ここでは、「令和３年12月

末までに策定した各公共建築物の個別施設計画における、長寿命

化対策を反映した更新費用」とされている。今後40年間で549.4

億円、１年当たり13.7億円が必要ということである。棒グラフで

は、令和５年度に「大規模改修」が50億円以上の突出した伸びを

示しているが、果たして現実はこの見通しどおり進んでいるの

か。

（イ） 地方債の活用について

      政府では、公共用の建築物の長寿命化事業に対して、地方債活

用を促している。この地方債は充当率90％、交付税措置率は財政

力に応じて30％～50％で、令和８年度までのものである。

令和３年度以降、こうした地方債の活用状況はいかに？

（ウ） 今後の公共建築物長寿命化について

今後の財源確保の見通しなどどのような認識か。

※ 申し合わせ事項に留意する。
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別紙                    氏 名 榊原 利宏

質 問 事 項

№  ２－３ 公共施設等総合管理計画の進捗状況について

要

旨

（２）今後の公共建築物の再編・整理について

ア 再編・整理計画について

   公共施設等総合管理計画は５年に一度見直しとのことだが、前回の見

直しでは「５年ごとに市民会館一つ分の面積を削減する」という公共建

築物施設の面積削減目標をやめるという、大きな変更がなされた。一方、

「数値としての削減目標を立てることは難しいものの、現在保有する施

設等を削減せず、将来的に全て保有し続けることは難しく、少なくとも

公共建築物の延床面積を増加させることは避けなければなりません。」

（ｐ32）としている。現在、新規に施設を造る計画は三郷駅前の新施設

と防災倉庫である。

   面積の増加とともに、削減する対象施設はどのように選定するのか

は、長寿命化計画とともに策定する再編・整理計画によるが、その策定

状況はどのようか。

イ 防災倉庫の新設と既存の３倉庫について

   新防災倉庫は来年度工事であるが、各地の３つの防災倉庫はどうする

のか。面積の増減はあまり変化ないと思われるが、廃止なのか活用する

のか、再編・整理の考え方や検討にかける時間的なスパンについては１

年以内とか５年以内とかどの位を考えているのか。

※ 申し合わせ事項に留意する。


